
問い合わせ先及び応募場所

保健福祉課介護福祉グループ介護保険担当　†76－2151（内線230）
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募　集　職　種 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定委員会委員

・介護保険被保険者の代表として参加いただきます。

・委員会については年２回程度を予定。

募　集　人　員 ２名（委員任期は２年）

募　集　資　格 津別町に在住し、保健・福祉・医療に関心のある方で、

年齢40歳以上70歳未満の方

応　募　方　法 役場担当窓口に直接申し込みをしてください。

応　募　期　日 平成25年５月15日（水）まで
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募 集 要 項

地域担当連絡員の担当職員変更のお知らせ

私たちが担当します

布川・相生中央・相生2 下美都・上美都・上里

深 田 知 明
産業振興課長

平成25年４月１日の人事異動に伴い、地域担当連絡員の配置が下記の通り変更となりましたので、お知ら

せします。

自治会単位で地域が抱えている問題、制度などについて、もっと知りたい教えてほしいという要望等があ

りましたら、直接担当員にお電話ください。

新町・旭町１

共和２・共和３ 東達美・達美・西達美
上最上・下最上

横 山　 智
住民企画課主幹

緑町２・緑町３

金 野 茂 幸
建設課主幹

達美町・緑町１

房 田 敏 彦

生涯学習課長

柏町・高台町

山 田 英 孝
保健福祉課長

旭町２・旭町３

川 口 昌 志
産業振興課主幹

高台1・高台2・豊永1

石 橋 吉 伸
住民企画課参事

共和1・恩根1・恩根中央

鴇 田 憲 治

住民企画課長

共和４・豊永２ 東岡・活汲１・活汲３
活汲中央・岩富

双葉・沼沢・本岐市街・本岐２・木樋・二又・大昭

五十嵐 正美
特養デイグループ主幹

徳 田 博 一
特養園長

幸 町・本 町 西 町・東 町

江 草 智 行
建設課長

竹 俣 信 行

総務課長

豊永３・豊永４

佐 藤 美 則
生涯学習課主幹

松 橋 正 樹
総務課主幹

大 野 功 二
津別消防署長

※地域からの連絡などは、担当の連絡員に直接電話をしてくだ

さい。

※地域担当連絡員制度についてのお問い合わせは、住民企画課

住民企画グループまで。
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伊 藤 同

小 野 寺 祥 裕

議会事務局長

伊 藤 泰 広
住民企画課主幹

†76－2151 内線213

成 田 信 雄
生涯学習課主幹

†76－2401

石 川　 篤
保健福祉課主幹

†76－2151 内線313

齊 藤 昭 一

†77－3771

会計課長

補助の対象者

地球温暖化防止や津別町の森林資源の地産地消を目指し、木質ペレットストーブを

購入する方に対して、購入費の一部を補助します。

○津別町内に住所を有し、町内の住宅や事業所、自治会な

どの活動拠点施設に木質ペレットストーブを設置する方

○町税を滞納していない方

○平成26年３月31日までに購入し、設置できる方

○ペレットストーブの使用状況等について、町が行うモニ

ター調査に協力できる方

※補助を希望される方は、ペレットストーブ購入前に補助の申請手続きを行ってください。

問い合わせ・申請先　産業振興課 林政担当　†76-2151（内線259）

補助金の額等

ペレットストーブ（中古品を除く）本体（設置費

等を除く）の税抜き価格の３分の２以内（千円未満

は切り捨て）で、１台25万円を限度とします。

平成25年度は、４台の補助を予定しています。

補助の申請書類

○補助金等交付申請書

○経費の内訳が明記されている見積書の写し

○ペレットストーブ設置位置図及び平面図

○町長が発行する納税証明書

○ペレットストーブの仕様等が確認できるカタログ

その他

○設置完了後、補助事業等実績報告書を提出して

いただきます。

○町による現地確認調査を実施します。

○補助金の交付は、現地調査後となります。

※その他、津別町木質ペレットストーブ導入支援

事業補助金交付要綱によります。

総務課主幹
†76－2151 内線246


